様式第2号（第4関係）

浜田市空き家バンク登録カード
	申込者の権利
	□土地及び建物の所有者　□建物の所有者　□その他（　　　　　　）

	空き家所在地
	浜田市　　　　町　　　　　　　　　　　　　　（　　　　町内）

	賃貸・売買
等の条件
	□売買　価格（　　　　　　　　万円）　　価格交渉　□可　□不可

	
	□賃貸　賃料（　　　　　　　円／月）　　 価格交渉　□可　□不可

	
	敷金（　　ヶ月分）　　　礼金（　　ヶ月分）

	
	□常時可能　　□期間限定　　　年　　月から　　　年　　月まで

	管理状況
	□自己管理　□管理委託（氏名　　 　　　　 　電話　　 　　   　）

	物件の概要
	建築年
	年
	用　　途
	構　　造
	修理の要否・費用負担

	
	放置期間
	年
	□住宅
	□木造
	□修理不要

	
	建物
	1階
	㎡
	□店舗
	□軽量鉄骨造
	□一部修理必要

	
	
	2階
	㎡
	□併用住宅
	□鉄骨造
	□大幅な修理必要

	
	敷地
	㎡
	□その他

（　　　　　）
	□その他

（　　　　　）
	□所有者負担

	
	物置
	□有　□無
	
	
	□入居者負担

	
	間取り

(裏　面

間取図)
	１階　□キッチン　□浴室　□トイレ　□その他（　　）
　　　□和室（　）畳　（　）畳　（　）畳　□洋室（　）畳　（　）畳

	
	
	２階　□和室（　）畳　（　）畳　（　）畳　□洋室（　）畳　（　）畳
　　　その他（　　）

	
	駐車場
	□車庫有（　　台）　□車庫無（　　台）　□無

	
	農地等
	□田（ 　　a）　□畑（　 　a）　□他（　 　a）　☐無

	設備の状況等
	水道
	□上水道　□簡易水道　□井戸水　□その他（　　　）

	
	トイレ
	□水洗（□浄化槽　□下水道）　□汲取　／　□和　□洋　□その他(    )

	
	風呂
	□電気　□ガス　□灯油　□他（　　　）　□無

	
	台所
	□電気　□ガス　□他（　　　）　□無

	
	ガス
	□ＬＰガス　□都市ガス　□ 無

	
	テレビ
	□ＣＡＴＶ　□個人アンテナ　□ＢＳ　□ＣＳ

	
	その他
	

	主要施設等への距離
	□ＪＲ駅　　　
	Km
	位置図（別紙でも可）

	
	□バス停　
	Km
	

	
	□病院　　
	Km
	

	
	□市役所　
	Km
	

	
	□保育園　
	Km
	

	
	□小学校　
	Km
	

	
	□中学校　
	Km
	

	
	□スーパー
	Km
	

	
	□インター
	Km
	

	
	
	
	

	その他特記事項
	

	受付日
	平成　　年　　月　　日
	登録番号
	－　　－

	登録日
	平成　　年　　月　　日
	現地確認日
	平成　　年　　月　　日

	登録抹消日
	平成　　年　　月　　日
	□契約成立　□登録抹消　□その他


· 該当する項目をチェックし、数値を入れてください。

～空き家バンク利用上の注意～
１　浜田市では空き家情報の紹介や必要な連絡調整等を行いますが、物件の売買・賃貸に関する交渉・契約に関しての仲介行為は行いません。
契約等に関する手続きは、物件所有者と空き家バンク利用者で話し合って決めてください。（仲介を希望される方は、（社）島根県宅地建物取引協業会への依頼をお勧めします。）
　　
２　空き家バンク利用希望者は、物件の見学をしたあと1週間以内に契約（賃貸・購入）またはキャンセルの連絡をしてください。1週間以内に連絡がない場合は、見学した物件をキャンセルいたします。なお、キャンセルまでの期間の延長を希望される場合は、早めに連絡してください。

３　空き家バンクにより情報提供を受けた物件について、物件所有者と空き家バンク利用者間で個別協議をされた場合、協議の結果を浜田市までお知らせください。
※交渉や契約等に関するトラブルについて市は関与しませんので、当事者間での解決をお願いします。

空き家バンク利用希望者





空 き 家 所 有 者








空き家バンク窓口





浜田市　定住対策課


各支所　自治振興課








利用申込み





情報提供





空き家登録





空き家募集





現地調査





情報提供





当事者間で　交渉・契約成立








